
Title 平成三年度大店法改正の立法課程

Author(s) 古田, 肇; FURUTA, Hajime

Citation 北大法学論集, 42(4), 181-202

Issue Date 1992-03-30

Doc URL https://hdl.handle.net/2115/16845

Type departmental bulletin paper

File Information 42(4)_p181-202.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP



ji資::

lj料;:

〈
北
大
立
法
過
程
研
究
会
資
料
〉

平
成
三
年
度
大
底
法
改
正
の
立
法
過
程

次

て
大
型
庖
の
出
底
調
整
に
つ
い
て
の
経
緯

二
、
海
外
諸
国
に
お
げ
る
大
型
庖
出
庖
調
整
制
度
の
概
要

三
、
日
米
構
造
問
題
協
議
最
終
報
告

四
、
運
用
適
正
化
後
の
出
店
調
整
処
理
状
況

五
、
現
行
の
大
店
法
に
よ
る
出
底
調
整
手
続

目

古

田

肇

北法42(4・181)1139 



料

六
、
大
庖
法
改
正
の
立
法
過
程

七
、
法
律
改
正
後
の
状
況

質
疑
応
答

〈
資
料
1
v
i
〈
資
料
5
〉

資

大
型
庖
の
出
店
調
整
に
つ
い
て
の
経
緯

ま
ず
、
大
規
模
小
売
庖
舗
に
お
け
る
小
売
業
の
事
業
活
動
の
調
整
に
関

す
る
法
律
(
以
下
「
大
活
法
」
と
い
う
。
)
に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
イ
メ
ー

ジ
、
受
け
止
め
方
が
あ
り
ま
す
の
で
、
若
干
過
去
の
経
緯
を
説
明
し
た
い

と
思
い
ま
す
。

わ
が
国
の
場
合
、
大
型
庖
の
出
底
調
整
に
つ
い
て
は
か
な
り
古
い
歴
史

が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
、
昭
和
十
二
年
に
い
わ
ゆ
る
旧
百
貨
庖
法
が
制
定
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
が
昭
和
二
十
二
年
ま
で
約
十
年
間
続
い
て
い
ま

す
。
そ
れ
か
ら
戦
後
に
な
る
と
、
昭
和
三
十
一
年
に
百
貨
庖
法
が
制
定
さ

れ
ま
し
た
。
こ
の
法
律
は
、
戦
前
の
旧
百
貨
庖
法
の
内
容
を
踏
襲
し
て
い

ま
す
。
つ
ま
り
、
大
型
庖
の
出
底
調
整
を
許
可
制
の
下
に
置
い
た
も
の
で

す
。
そ
し
て
規
制
に
つ
い
て
は
、
百
貨
庖
と
い
う
企
業
を
規
制
す
る
と
い

う
い
わ
ゆ
る
寸
企
業
主
義
」
を
と
っ
て
、
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の

庖
舗
面
積
を
持
っ
て
い
る
企
業
に
つ
い
て
許
可
制
の
下
で
出
底
調
整
を

行
っ
て
い
ま
し
た
。
す
る
と
そ
の
後
、
流
通
革
命
の
流
れ
の
中
で
、
ス
ー

パ
ー
が
ど
ん
ど
ん
登
場
し
て
百
貨
店
だ
け
が
大
型
庖
と
い
う
こ
と
で
は
な

く
な
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
百
貨
庖
法
の
規
制
が
企
業
主
義
で
あ
る
こ
と

に
乗
じ
て
、
子
会
社
を
た
く
さ
ん
設
立
し
て
、
各
階
毎
に
千
五
百
平
方
メ
ー

ト
ル
未
満
の
異
な
っ
た
企
業
に
よ
る
「
疑
似
百
貨
庖
」
と
す
る
こ
と
で
規

制
の
網
を
逃
れ
る
よ
う
な
ケ

1
ス
が
現
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
現
行
の
百
貨
底
法
で
は
疑
似
百
貨
底
に
は

対
処
で
き
な
い
、
し
か
し
、
な
ん
と
か
法
律
の
下
で
規
制
す
べ
き
で
あ
る

と
い
う
規
制
強
化
論
の
主
張
が
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
百
貨
庖

な
ど
の
大
型
庖
舗
を
百
貨
底
法
の
よ
う
な
許
可
制
の
下
で
規
制
す
る
の
は

適
切
で
は
な
い
と
い
う
規
制
緩
和
論
の
主
張
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、

以
上
の
よ
う
な
規
制
強
化
論
と
規
制
緩
和
論
が
混
ざ
り
合
っ
た
形
で
議
論

が
行
わ
れ
、
そ
の
結
果
、
現
在
の
大
底
法
が
昭
和
四
十
八
年
十
月
に
制
定

さ
れ
、
第
一
次
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
の
最
中
の
昭
和
四
十
九
年
三
月
に
施
行

さ
れ
た
訳
で
す
。
具
体
的
な
内
容
と
し
て
は
、
ま
ず
法
目
的
の
中
に
「
消

北法42(4・182)1140 



費
者
利
益
の
保
護
」
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
書
き
入
れ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
従
来
の
百
貨
吏
法
で
は
そ
の
目
的
を
「
中
小
商
業
の
事
業
活

動
の
機
会
の
適
正
な
確
保
」
、
「
商
業
の
正
常
な
発
達
」
と
し
て
い
ま
し
た

が
、
現
在
の
大
庖
法
で
は
、
「
消
費
者
利
益
の
保
護
L

、
「
周
辺
小
売
事
業
の

事
業
活
動
の
機
会
の
適
正
な
確
保
」
、
「
商
業
全
体
の
正
常
な
発
達
」
の
三

つ
を
法
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
次
に
、
事
前
届
出
・
勧
告
・
命
令
と
い
う

ソ
フ
ト
な
規
制
手
法
を
導
入
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
調
整
の

対
象
と
な
る
も
の
は
、
庖
舗
面
積
・
開
底
日
・
閉
庖
時
刻
・
休
業
日
数
で

す。

平成三年度大応法改正の立法過程

そ
の
後
昭
和
五
十
年
代
に
入
っ
て
、
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
っ
て
消
費

支
出
が
伸
び
悩
み
ま
し
た
。
他
方
で
、
小
売
の
競
争
が
非
常
に
激
化
し
ま

し
た
。
つ
ま
り
、
大
型
庖
・
ス
ー
パ
ー
の
出
底
意
欲
が
た
い
へ
ん
強
く
な
っ

て
拡
大
政
策
に
転
じ
、
そ
の
結
果
、
各
地
で
大
庖
を
め
ぐ
る
摩
擦
が
生
じ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
、
以
前
の
百
貨
庖
法
の

よ
う
に
出
店
規
制
を
強
化
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
許
可
制
導
入
論
も

出
て
参
り
ま
し
た
。
同
時
に
、
地
方
自
治
体
が
、
条
例
・
要
綱
・
指
導
と

い
う
形
で
大
底
法
を
上
回
る
出
底
規
制
を
行
い
始
め
ま
し
た
。
現
在
も
、

か
な
り
多
く
の
地
方
自
治
体
が
、
大
庖
法
の
他
に
何
ら
か
の
独
自
の
出
庖

規
制
を
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
政
府
と
し
て
は
、

許
可
制
の
導
入
は
避
け
つ
つ
も
、
事
前
届
出
・
勧
告
・
命
令
と
い
っ
た
大

庖
法
の
制
度
の
枠
内
で
の
出
底
調
整
の
強
化
を
、
法
律
制
度
の
改
正
、
運

用
を
通
じ
て
行
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

ま
ず
、
昭
和
五
十
四
年
五
月
に
大
庖
法
の
一
部
改
正
が
施
行
さ
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
改
正
は
、
従
来
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
底
舗
を
大
型

庖
と
言
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
第
二
種
大
規
模
小
売
庖
舗
と
い
う
概
念

を
導
入
し
て
、
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満

の
庖
舗
も
調
整
の
対
象
に
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
今
日
に
至
っ
て

い
ま
す
。

更
に
、
昭
和
五
十
七
年
一
月
に
大
応
法
の
運
用
強
化
を
行
っ
て
い
ま
す
。

ま
ず
、
当
面
の
措
置
と
し
て
、
法
律
の
届
出
に
至
る
以
前
の
段
階
と
し
て

の
事
前
説
明
を
地
元
で
必
ず
行
う
と
い
う
運
用
を
導
入
し
ま
し
た
。
そ
れ

か
ら
、
過
疎
地
域
な
い
し
大
型
腐
の
出
庄
が
相
当
進
ん
で
い
る
地
域
に
つ

い
て
、
届
出
を
受
理
し
な
い
と
い
う
指
導
を
開
始
し
ま
し
た
。
な
お
平
成

元
年
度
末
の
時
点
で
、
全
国
約
三
千
三
百
市
町
村
の
う
ち
で
二
八
三
二
市

町
村
が
こ
の
よ
う
な
届
出
自
粛
指
導
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昭
和
五
十
九
年
に
な
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
当
面
の
措
置
と
し
て
の
事

前
説
明
・
届
出
自
粛
指
導
を
そ
の
ま
ま
継
続
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。
し

た
が
っ
て
、
よ
く
言
わ
れ
る
こ
と
で
す
が
、
大
庖
法
は
法
律
そ
の
も
の
は

シ
ン
プ
ル
で
あ
る
が
、
そ
の
後
の
運
用
を
通
じ
て
複
雑
に
な
っ
て
い
っ
た

面
は
、
確
か
に
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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以
上
の
流
れ
は
昭
和
六
十
年
代
に
な
る
と
変
化
し
て
き
ま
す
。
つ
ま
り
、

日
本
経
済
の
国
際
化
に
よ
っ
て
、
わ
が
国
の
経
済
構
造
、
経
済
運
営
に
つ

い
て
別
の
角
度
か
ら
議
論
が
出
て
き
た
訳
で
す
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ

た
も
の
が
昭
和
六
十
一
年
四
月
に
出
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
前
川
リ
ポ
ー
ト
」

(
「
国
際
協
調
の
た
め
の
経
済
構
造
調
整
研
究
会
報
告
乙
で
す
。
こ
の
中
で

は
、
抽
象
的
な
言
い
方
で
す
が
、
流
通
構
造
の
合
理
化
、
流
通
販
売
に
関

わ
る
諸
規
制
の
見
直
し
を
行
う
べ
し
と
の
提
言
が
な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

後
、
昭
和
六
十
三
年
六
月
に
ト
ロ
ン
ト
で
経
済
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
、

各
国
の
構
造
問
題
を
指
摘
し
た
中
で
、
日
本
の
場
合
、
農
業
と
流
通
が
そ

の
対
象
と
な
り
ま
し
た
。

昭
和
六
十
三
年
十
二
月
に
は
、
新
行
革
審
の
答
申
で
あ
る
「
規
制
緩
和

推
進
要
綱
」
が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
要
綱
の
中
で
は
、
大
底
法

そ
の
も
の
に
対
し
て
具
体
的
な
対
応
策
を
述
べ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

大
厄
法
の
「
本
来
の
趣
旨
に
沿
っ
た
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。

要
す
る
に
、
運
用
を
通
じ
て
本
来
の
趣
旨
と
離
れ
て
規
制
強
化
が
進
ん
で

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
問
題
意
識
で
す
。

平
成
元
年
に
な
っ
て
、
口
・

ω・、H
J
H
N

・
(
口
口
同
信
門
同
盟
同
門
巾
印
、
早
白
色
町
周
岳

2
・

印
巾
己
注
目
J
N

巾
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
通
商
代
表
部
)
が
諸
外
国
の
貿
易
障
害
に

関
す
る
報
告
を
出
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で
日
本
の
大
庖
法
を
問

題
と
指
摘
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
同
年
六
月
、
産
業
構
造
審
議
会
、
中
小

資

企
業
政
策
審
議
会
に
お
い
て
『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
が
提
言
さ
れ

ま
し
た
。
こ
の
提
言
の
骨
子
は
、
①
大
底
法
の
運
用
の
全
国
的
統
て
明

確
化
、
②
地
方
自
治
団
体
の
独
自
規
制
の
適
正
化
、
③
大
庖
法
に
基
づ
く

調
整
手
続
は
二
年
間
と
い
う
期
限
内
で
終
了
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
す
。
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『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
が
出
た
直
後
の
平
成
元
年
七
月
、
パ
リ
の

サ
ミ
ッ
ト
に
お
い
て
、
当
時
の
宇
野
首
相
と
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
間
で
日

米
構
造
問
題
協
議
の
キ
ッ
ク
オ
フ
が
宣
言
さ
れ
ま
し
た
。
こ
う
し
て
、
そ

の
後
一
年
間
日
米
構
造
問
題
協
議
が
続
く
訳
で
す
。
そ
し
て
、
平
成
二
年

四
月
六
日
に
中
間
報
告
、
六
月
末
に
最
終
報
告
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
さ

ら
に
大
庖
法
の
規
制
緩
和
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
議
論
が
進
行
し
た
と
い

う
こ
と
で
す
。海

外
諸
国
に
お
け
る
大
型
店
出
店
調
整
制
度
の

概
要

次
に
、
海
外
諸
国
に
お
け
る
大
型
庖
出
底
調
整
制
度
の
概
要
を
御
説
明

し
ま
す
。
大
き
く
分
け
て
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
、
ベ
ル
ギ
ー
は
独
自

の
商
業
調
整
制
度
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
、
西
ド
イ

ツ
は
商
業
調
整
と
い
う
法
律
の
体
系
で
は
な
く
、
む
し
ろ
都
市
計
画
法
の



体
系
の
中
で
結
果
的
に
開
発
行
為
の
許
可
な
ど
を
通
じ
て
規
制
す
る
と
い

う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
但
し
、
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
り
ま
す
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
、
一
九
九
二
年
の
拡
大
欧
州
と
い
う
流
れ
の
中
で
規
制
緩
和
に
向

け
て
の
議
論
が
進
ん
で
お
り
、
フ
ラ
ン
ス
、
イ
タ
リ
ア
等
で
は
、
現
行
の

商
業
調
整
制
度
は
拡
大
欧
州
と
い
う
状
況
の
下
で
は
維
持
で
き
な
い
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
、
見
直
し
の
議
論
が
持
ち
上
が
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ゾ

l
ニ
ン
グ
規
制
を
州
法
の
段
階
で
行
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
明
示
的
に
ど
の
地
域
を
商
業
地
域
と
す
る
か
を
指

定
し
て
、
商
業
地
域
で
は
自
由
に
出
庖
で
き
る
が
、
そ
う
で
な
い
地
域
に

出
屈
す
る
場
合
に
は
一
定
の
規
制
が
か
か
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ゾ

1
ニ

ン
グ
を
見
直
す
場
合
に
も
い
ろ
い
ろ
な
手
続
き
を
要
す
る
と
い
う
こ
と
で

す。

平成三年度大庖法改正の立法過程

日
米
構
造
問
題
協
議
最
終
報
告

日
米
構
造
問
題
協
議
は
今
回
の
大
庖
法
改
正
の
基
本
的
枠
組
み
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
日
米
構
造
問
題
協
議
の
最
終
報
告
に
つ
い
て
説
明

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

流
通
問
題
、
就
中
大
庖
法
問
題
が
日
米
構
造
問
題
協
議
に
お
け
る
最
重

要
問
題
の
一
つ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
必
然
性
は
日
米
構
造
問
題
協
議
の
当

初
か
ら
あ
り
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
日
米
構
造
問
題
協
議
と
い
う
問

題
が
生
じ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、
第
一
は
、
財
務
省
を
中
心
と
す
る
マ
ク

ロ
グ
ル
ー
プ
の
中
に
あ
る
問
題
意
識
で
し
た
。
つ
ま
り
、
一
九
八
五
年
の

プ
ラ
ザ
合
意
、
更
に
中
曽
根
内
閣
の
内
需
拡
大
政
策
と
い
う
マ
ク
ロ
政
策

の
面
で
は
上
手
く
い
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
米
聞
の
貿
易
不
均

衡
は
改
善
し
て
い
か
な
い
、
な
ら
ば
、
ミ
ク
ロ
政
策
と
い
い
ま
す
か
構
造

問
題
に
つ
い
て
是
正
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
訳
で
す
。

第
二
は
、
ス
ー
パ
ー
三

O
一
条
を
め
ぐ
る
動
き
で
す
。
八
八
年
通
商
法

の
い
わ
ゆ
る
ス
ー
パ
ー
三

O
一
条
は
、
諸
外
国
の
不
公
正
な
貿
易
慣
行
を

名
指
し
し
て
、
そ
の
よ
う
な
慣
行
の
是
正
に
つ
い
て
一
年
間
の
交
渉
を
行

い
、
交
渉
が
満
足
な
結
論
に
達
し
な
い
場
合
に
は
、
一
方
的
に
制
裁
を
課

す
と
い
う
条
項
で
す
。
そ
し
て
、
平
成
元
年
五
月
に
、
人
工
衛
星
、
ス
ー

パ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

1
の
調
達
問
題
、
木
材
製
品
の
関
税
、
基
準
認
証
が

対
象
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
際
日
本
の
流
通
問
題
を

ス
ー
パ
ー
一
一
一

O
一
条
の
交
渉
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
か
否
か
と

い
う
こ
と
も
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。
流
通
と
い
う
物
の
流
れ
の
パ
イ
プ
が

詰
ま
っ
て
い
て
は
な
か
な
か
日
本
の
輸
入
が
進
ま
な
い
、
し
た
が
っ
て
、

そ
の
パ
イ
プ
の
詰
ま
り
を
是
正
す
べ
く
ス
ー
パ
ー
三

O
一
条
で
対
処
す
べ

き
で
あ
る
と
の
主
張
も
あ
り
ま
し
た
が
、
他
方
で
は
、
流
通
と
い
う
国
内

の
経
済
シ
ス
テ
ム
に
根
ざ
し
た
問
題
を
通
商
問
題
と
し
て
ス
ー
パ
ー
三

O
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一
条
で
取
り
上
げ
る
こ
と
に
た
い
へ
ん
懐
疑
的
な
議
論
も
あ
っ
た
訳
で

す。

資

ま
た
、
日
本
に
出
庖
し
た
い
の
だ
が
、
大
厄
法
が
日
本
の
障
壁
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
玩
具
屋
の
主
張
も
同
じ
頃
多
く
の
人
に
ア

ピ
ー
ル
し
ま
し
た
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
ス
ー
パ
ー
三

O
一
条
の
発
表
と
同
時
に
、

大
統
領
の
発
表
と
い
う
形
で
日
米
構
造
問
題
協
議
が
提
案
さ
れ
た
の
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
日
米
構
造
問
題
協
議
は
日
米
間
の
構
造
問
題
を
幅
広

く
取
り
扱
う
と
い
う
形
で
始
ま
っ
た
の
で
す
が
、
既
に
、
流
通
問
題
が
最

重
要
問
題
の
一
つ
に
な
る
と
い
う
考
え
方
が
以
上
述
べ
た
過
程
の
中
で
関

係
者
の
間
に
あ
っ
た
訳
で
す
。
加
え
て
、
法
的
規
制
の
緩
和
(
デ
・
レ
ギ
ユ

レ
1
シ
ヨ
ン
)
を
好
ま
し
い
も
の
と
考
え
る
共
和
党
政
権
の
哲
学
も
あ
り

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
平
成
元
年
九
月
以
降
、
日
米
構
造
問

題
協
議
が
進
展
し
て
い
く
中
で
、
流
通
就
中
大
庖
法
問
題
が
大
き
く
ク

ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
た
訳
で
す
。
最
終
的
に
は
、
大
庖
法
、
独
占
禁
止
法
、

日
本
の
公
共
投
資
拡
充
の
三
つ
が
特
に
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
結
果
と

な
り
ま
し
た
。

ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、
日
本
に
対
す
る
内
政
干
渉
と
言
わ
れ
る
こ
と
は

避
け
つ
つ
も
、
内
政
問
題
を
指
摘
し
た
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ま
ず
、
日

本
人
自
身
が
構
造
問
題
と
し
て
何
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
か
を
徹
底
的
に

分
析
し
て
い
ま
す
。
大
厄
法
に
つ
い
て
も
、
平
成
元
年
六
月
の
『
卯
年
代

流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
で
通
産
省
自
ら
が
規
制
緩
和
に
つ
い
て
具
体
的
提
言
を

行
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
踏
ま
え
、
『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
の
ス

ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
更
に
加
速
す
る
、
あ
る
い
は
、
『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』

の
枠
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
よ
り
規
制
緩
和
的
な
内
容
を
盛
り
込
ん
で
い
く

と
い
う
こ
と
で
、
最
終
的
に
双
方
の
理
解
に
達
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

い
わ
ば
、
『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
の
提
言
に
よ
る
規
制
緩
和
を
下
敷

き
に
し
て
議
論
を
進
め
た
の
で
す
。

そ
こ
で
、
日
米
構
造
問
題
協
議
の
最
終
報
告
の
内
容
で
す
が
、
こ
こ
で

は
三
段
階
の
規
制
緩
和
を
提
言
し
て
い
ま
す
。
第
一
段
階
は
大
尽
法
の
運

用
の
適
正
化
で
す
。
第
二
段
階
は
法
律
改
正
に
よ
る
規
制
緩
和
で
す
。
第

三
段
階
が
法
律
改
正
二
年
後
の
見
直
し
で
す
。

ま
ず
、
第
一
段
階
の
運
用
の
適
正
化
に
よ
る
規
制
緩
和
で
す
が
、
こ
れ

は
平
成
二
年
五
月
三
十
一
日
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
は
、

第
一
に
出
居
調
整
処
理
期
間
の
短
縮
で
す
。
こ
れ
は
、
調
整
処
理
期
間
を

例
外
な
く
一
年
半
以
内
と
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
『
卯
年
代
流
通
ビ
ジ
ョ

ン
』
で
は
、
二
年
以
内
に
出
店
調
整
処
理
を
行
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、

そ
れ
が
半
年
間
加
速
さ
れ
ま
し
た
。
第
二
は
、
届
出
は
全
て
受
理
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
届
出
の
受
理
不
受
理
を
め
ぐ
る
過
去
の
論

議
を
清
算
し
た
形
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
第
三
は
、
輸
入
品
売
場
に
係
る
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特
例
措
置
と
し
て
、
庖
舗
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合
に
は
調

整
手
続
を
実
質
不
要
と
し
ま
し
た
。
第
四
は
、
調
整
不
要
庖
舗
面
積
の
設

定
に
つ
い
て
、
庖
舗
面
積
の
一
定
増
(
原
庄
舗
面
積
の
十
パ
ー
セ
ン
ト
ま

た
は
五
十
平
方
メ
ー
ト
ル
の
い
ず
れ
か
小
さ
い
面
積
の
範
囲
)
等
を
小
規

模
な
底
舗
変
更
と
し
て
、
調
整
手
続
を
不
要
と
し
ま
し
た
。
第
五
は
、
閉

底
時
刻
・
休
業
日
数
に
つ
い
て
、
閉
店
時
聞
が
以
前
よ
り
も
あ
る
程
度
長

く
な
る
方
向
で
の
規
制
緩
和
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
第
六
は
、
出
底
調
整

処
理
手
続
き
の
透
明
性
の
向
上
と
し
て
、
資
料
の
公
表
・
審
議
内
容
の
開

示
・
窓
口
の
設
置
な
ど
を
行
っ
て
い
ま
す
。
第
七
は
、
地
方
自
治
体
の
独

自
規
制
の
適
正
化
を
図
る
た
め
、
通
産
大
臣
・
自
治
大
臣
か
ら
各
都
道
府

県
知
事
宛
て
に
通
達
を
出
し
て
い
ま
す
。
以
上
が
第
一
段
階
の
規
制
緩
和

の
内
容
で
す
。
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
期
限
を
区
切
っ
て
調
整
手
続
き
を

行
う
こ
と
と
、
届
出
を
全
て
受
理
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
過
去
に
お
い

て
は
、
一
つ
の
案
件
の
調
整
に
相
当
長
期
間
を
要
す
る
と
い
っ
た
事
例
も

あ
り
ま
し
た
。
な
お
、
平
成
元
年
度
に
お
け
る
調
整
処
理
済
案
件
の
平
均

調
整
処
理
期
間
は
三
十
五
ヶ
月
で
あ
り
、
そ
の
他
に
多
数
の
長
期
滞
留
案

件
が
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
期
限
を
決
め
て
調
整
手
続
を
行
う
と
い

う
こ
と
は
、
大
底
法
に
関
わ
る
者
と
し
て
は
た
い
へ
ん
な
手
続
の
革
命
で

あ
っ
た
訳
で
す
。

次
は
、
第
二
段
階
の
法
律
改
正
に
つ
い
て
で
す
。
法
律
改
正
の
検
討
事

項
と
し
て
は
、
①
一
層
の
輸
入
舷
大
を
目
指
し
た
出
庖
調
整
手
続
に
お
け

る
輸
入
品
売
場
に
関
す
る
特
例
措
置
の
導
入
、
②
出
底
調
整
処
理
期
間
の

短
縮
ご
年
程
度
を
努
力
目
標
と
す
る
)
、
③
出
底
調
整
手
続
、
期
間
の
明

確
化
、
透
明
化
、
④
法
律
に
よ
る
地
方
自
治
体
の
独
自
規
制
の
抑
制
が
あ

り
ま
し
た
。
出
底
調
整
期
間
の
短
縮
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
五
月
の
段

階
で
は
一
年
半
と
す
る
こ
と
で
さ
え
懐
疑
的
な
雰
囲
気
が
支
配
的
で
し
た

が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
一
年
に
短
縮
す
る
と
し
て
い
ま
す
。

最
後
に
第
三
段
階
の
二
年
後
の
見
直
し
で
す
。
こ
の
見
直
し
に
つ
い
て

は
、
「
特
定
地
域
に
関
す
る
規
制
の
撤
廃
を
含
め
必
要
な
検
討
を
行
う
旨
の

規
定
を
明
記
す
る
L

と
い
う
文
言
を
用
い
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
二
年
後

の
見
直
し
に
当
た
っ
て
の
検
討
事
項
の
例
示
と
し
て
「
特
定
地
域
に
関
す

る
規
制
の
撤
廃
」
と
い
う
文
言
が
入
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
背
景
に
は
、
「
二

年
後
の
見
直
し
」
と
言
う
場
合
、
大
庖
法
の
廃
止
を
含
む
の
か
、
ま
た
は
、

三
大
都
市
固
な
い
し
政
令
指
定
都
市
で
は
も
は
や
大
庖
法
を
不
要
と
し
て

規
制
を
撤
廃
す
る
の
か
、
等
の
議
論
が
あ
り
ま
し
た
が
、
結
局
、
「
特
定
地

域
に
関
す
る
規
制
の
撤
廃
」
と
い
う
文
言
は
、
あ
く
ま
で
も
検
討
事
項
と

し
て
の
例
示
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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四

運
用
適
正
化
後
の
出
店
調
整
処
理
状
況

資

日
米
構
造
問
題
協
議
を
踏
ま
え
て
こ
の
一
年
聞
に
起
っ
た
こ
と
に
つ
い

て
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
運
用
適
正
化
が
実
施
さ
れ
る
と
新
規
山
山
庄
表
明
(
以
下
「
出
庖

表
明
」
と
い
う
。
)
が
急
増
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
当
初
懸
念

さ
れ
て
い
ま
し
た
。
件
数
を
見
て
み
ま
す
と
、
平
成
二
年
六
月
に
一
五
一

件
、
七
月
に
ニ
二
五
件
、
八
月
に
一
三
六
件
と
ハ
イ
ぺ

l
ス
で
出
応
表
明

が
な
さ
れ
て
お
り
、
当
時
の
新
聞
等
で
か
出
庖
-
ブ
ッ
シ
ュ
。
と
大
き
く
取

り
上
げ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
出
店
表
明
は
次
第
に
落
ち
着
き
、
十
二

月
に
件
数
が
二
ケ
タ
に
な
り
、
以
後
二
ケ
タ
で
推
移
す
る
月
が
多
く
な
っ

て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
一
年
間
(
平
成
二
年
六
月

1
平
成
三
年

五
月
)
で
合
計
一
四
一
五
件
に
な
っ
て
い
ま
す
。
平
成
三
年
六
月
の
出
庖

表
明
は
九
十
九
件
な
の
で
、
こ
の
十
三
ヶ
月
間
で
は
合
計
一
五
一
四
件
に

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
通
常
の
二
倍
程
度
の
ぺ

l
ス
と
み
ら
れ
ま
す
。
最

近
月
で
は
、
第
一
種
大
型
小
売
庖
舗
の
出
庖
表
明
は
落
ち
着
い
て
お
り
、

第
二
種
大
型
小
売
庖
舗
の
伸
び
の
方
が
大
き
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
更

に
出
庖
表
明
を
面
積
別
・
業
態
別
に
見
ま
す
と
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン

の
百
貨
庖
・
ス
ー
パ
ー
の
出
庖
表
明
は
、
六
一
七
件
中
一
一
五
件
で
あ
り
、

割
合
に
す
る
と
二
割
未
満
で
す
。
そ
れ
以
外
は
、
い
わ
ゆ
る
ロ
ー
カ
ル
な

ス
ー
パ
ー
や
ホ
ー
ム
セ
ン
タ
ー
が
非
常
に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
規

模
別
に
見
ま
す
と
、
千
五
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
五
千
平
方
メ
ー
ト
ル
未

満
の
庖
舗
が
過
半
数
を
占
め
、
一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
を
合
わ
せ
ま
す

と
八
割
以
上
が
こ
の
範
囲
内
に
な
っ
て
い
ま
す
。
規
制
緩
和
が
実
施
さ
れ

る
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン
の
大
型
庄
が
地
方
に
や
っ
て
く
る
と
い
う
こ

と
を
懸
念
さ
れ
る
向
き
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
実
際
に
は
専
門
庖
を
中

心
と
す
る
第
二
種
小
売
庖
舗
の
伸
び
が
大
き
く
、
ま
た
、
第
一
種
小
売
店

舗
の
中
で
も
ナ
シ
ョ
ナ
ル
チ
ェ
ー
ン
の
占
め
る
割
合
は
小
さ
い
と
い
う
こ

と
で
す
。
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運
用
適
正
化
措
置
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
そ
れ
ま
で
の
未
処
理

案
件
、
つ
ま
り
手
続
が
な
か
な
か
進
ま
ず
に
大
庖
法
の
世
界
に
止
ま
っ
て

い
る
案
件
が
相
当
数
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
合
計
は
、
平
成
二
年
六
月
段
階

で
二
三
三
九
件
あ
り
、
こ
れ
に
新
規
出
底
表
明
が
加
わ
っ
て
き
て
い
ま
す
。

た
だ
、
運
用
適
正
化
措
置
の
導
入
に
よ
っ
て
、
一
定
の
期
限
内
に
手
続
を

終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
大
庖
法
三
条
の
事
前
届
出
以
前
の
段
階

の
案
件
が
減
少
し
、
他
方
、
大
庖
法
三
条
届
出
日
以
降
の
案
件
が
増
加
し

て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
実
質
的
な
調
整
手
続
処
理
に
つ
い
て
で
す
。
平
成
二
年
五
月

末
に
運
用
適
正
化
を
実
施
し
た
時
点
で
出
庖
表
明
が
あ
っ
た
と
み
な
さ
れ

た
案
件
が
二
二
五
九
件
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
後
一
年
経
っ
た
と
こ
ろ
で
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一
三
五
九
件
中
三
十
パ
ー
セ
ン
ト
弱
の
三
七
四
件
が
出
庖
計
画
を
取
り
下

げ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ

ま
り
、
従
来
は
大
庖
法
の
手
続
が
い
つ
終
了
す
る
の
か
見
通
し
が
つ
か
な

い
の
で
、
出
庖
可
能
性
の
あ
る
と
こ
ろ
は
ど
ん
ど
ん
出
庖
表
明
を
行
い
、

そ
し
て
、
調
整
手
続
の
終
了
し
た
案
件
の
中
か
ら
順
次
閑
居
し
て
い
く
と

い
う
こ
と
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
ラ
イ
バ
ル
の
対
抗

上
出
庖
表
明
を
す
る
も
の
も
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
調

整
処
理
手
続
の
期
限
を
設
け
ま
す
と
、
必
ず
期
限
後
に
は
結
審
し
て
閉
店

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
た
め
、
開
屈
を
急
が
な
い
案
件
は
自

発
的
に
出
庄
表
明
を
取
り
下
げ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
訳
で
す
。
そ
の

結
果
、
現
時
点
に
お
い
て
は
、
一
三
五
九
件
中
わ
ず
か
二
六
八
件
が
調
整

中
の
案
件
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
取
り
下
げ
又
は
処
理
済
に
な
っ
て
い
ま

す。
適
正
化
以
後
の
案
件
も
順
調
に
処
理
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
一
年

半
の
調
整
と
い
い
な
が
ら
も
、
実
際
に
は
こ
れ
よ
り
も
か
な
り
短
い
期
間

の
調
整
手
続
で
終
了
し
て
い
る
案
件
も
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
大
雑
把
に

申
し
ま
す
と
、
平
成
二
年
五
月
末
か
ら
平
成
三
年
六
月
末
ま
で
に
実
質
的

に
調
整
を
終
え
た
案
件
は
、
全
国
で
二
千
四
百
件
余
り
あ
り
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
手
続
が
た
い
へ
ん
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
こ
と
で
、
過
去
の
未
処
理
分

を
含
め
て
一
気
に
多
く
の
案
件
が
処
理
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
が
、
今
後
さ

ら
に
法
律
改
正
に
よ
る
規
制
緩
和
が
進
む
こ
と
で
、
む
し
ろ
出
底
表
明
は

長
期
的
か
つ
計
画
的
な
経
営
戦
略
の
下
で
真
に
出
庖
す
べ
き
庖
舗
に
つ
い

て
の
み
に
絞
ら
れ
る
の
で
、
件
数
と
し
て
は
落
ち
着
い
て
く
る
も
の
と
見

て
い
ま
す
。
規
制
緩
和
が
定
着
し
て
き
ま
す
と
、
規
制
が
あ
る
こ
と
を
前

提
に
他
社
に
先
駆
け
て
無
理
に
も
出
庖
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
無
く
な

り
、
む
し
ろ
採
算
の
悪
い
庖
舗
は
改
装
・
閉
店
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ

フ。

五

現
行
の
大
庖
法
に
よ
る
出
庄
調
整
手
続

次
に
、
現
行
の
調
整
の
ス
キ

l
ム
に
つ
い
て
御
説
明
し
ま
す
。
ま
ず
、

出
底
表
明
を
し
て
か
ら
六
ヶ
月
で
事
前
説
明
を
行
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、

法
律
に
基
づ
く
建
物
設
置
者
の
届
出
が
出
て
、
公
示
が
あ
り
、
運
用
上
の

機
関
と
し
て
各
地
に
あ
る
商
業
活
動
調
整
協
議
会
(
事
前
商
調
協
)
で
調

整
を
行
い
、
小
売
業
者
の
届
出
を
経
て
、
正
式
商
調
協
、
大
規
模
小
売
庖

舗
審
議
会
(
大
庖
審
)
と
続
き
、
全
体
と
し
て
最
長
十
八
ヶ
月
と
い
う
出

底
調
整
処
理
手
続
を
行
っ
て
い
ま
す
。

こ
の
現
行
の
制
度
で
は
、
期
間
が
経
過
す
る
と
手
続
の
次
の
段
階
に
進

む
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
ず
か
ら
、
従
来
の
よ
う
に
当
事
者
の
合
意

が
な
い
と
手
続
が
先
に
進
ま
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
な
っ
た
訳
で
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す
。
期
限
を
切
っ
て
処
理
す
る
こ
と
か
ら
、
当
時
、
商
調
協
が
短
期
間
で

ス
ム
ー
ズ
に
結
論
を
出
せ
る
の
か
、
さ
ら
に
商
調
協
で
ま
と
ま
ら
な
か
っ

た
案
件
に
つ
い
て
大
規
模
小
売
店
舗
審
議
会
は
多
数
の
案
件
を
審
議
す
る

事
務
能
力
が
あ
る
の
か
と
い
う
危
倶
の
声
も
あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
昭

和
四
十
九
年
施
行
以
来
大
庖
法
史
上
初
め
て
、
平
成
二
年
度
は
第
一
種
大

型
庖
舗
に
つ
い
て
の
大
庖
審
案
件
ゼ
ロ
で
し
た
。
つ
ま
り
、
商
調
協
に
お

い
て
期
間
内
に
合
理
的
に
解
決
す
る
べ
き
で
あ
る
と
の
考
え
方
が
各
地
で

定
着
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
期
限
ぎ
り
ぎ
り
、
そ
れ
こ
そ
夜
を
徹
し
て

の
調
整
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
最
近
の
傾
向
と
し

て
、
商
調
協
の
中
に
お
け
る
消
費
者
の
声
が
た
い
へ
ん
強
く
な
っ
て
、
多

様
な
買
物
機
会
、
消
費
者
便
益
を
求
め
る
方
向
で
、
議
論
が
進
む
場
合
が

多
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
事
前
商
調
協
で
八
ヶ
月
間
調
整

を
し
て
も
結
論
に
達
し
な
い
案
件
も
あ
り
ま
す
が
、
結
局
そ
の
後
、
原
則

二
ヶ
月
間
で
運
用
し
て
い
る
正
式
商
調
協
に
お
い
て
、
結
論
を
出
す
と
い

う
事
態
に
な
っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
輸
入
品
専
門
売
場
に
つ
い
て
は
、
輸

入
品
の
み
の
庖
舗
と
い
う
も
の
が
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
う
ま
く
い
く
の
か
と

の
意
見
も
あ
り
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
北
海
道
か
ら
沖
縄
ま
で
全
国
で

既
に
七
十
二
ケ
所
の
適
用
庖
舗
が
あ
り
、
今
後
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り

ま
す
。

資

地
方
自
治
体
の
独
自
規
制
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
秋
の
段
階
で
全
国

で
四
十
ケ
所
近
く
適
正
化
の
動
き
が
み
ら
れ
ま
し
た
。
行
き
過
ぎ
た
内
容

の
も
の
と
し
て
、
全
国
で
約
四
百
ケ
所
の
地
方
自
治
体
の
独
自
規
制
が
適

正
化
の
対
象
と
な
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
①
地
元
の
小
売
業
者
の

全
員
の
同
意
書
を
取
り
付
け
な
い
と
届
出
を
受
理
し
な
い
と
す
る
も
の
、

②
議
会
で
凍
結
宣
言
を
し
て
大
型
庖
の
出
底
を
事
実
上
禁
止
す
る
も
の
、

③
電
気
・
ガ
ス
・
水
道
を
供
給
し
な
い
、
ま
た
は
、
補
助
金
の
返
済
と
い
っ

た
他
事
考
慮
に
よ
る
不
利
益
処
分
を
行
お
う
と
す
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま

す。
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大
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法
改
正
の
立
法
過
程

以
上
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
第
二
段
階
の
規
制
緩
和
措
置
と
し
て
、

大
庖
法
の
法
律
改
正
を
今
度
の
通
常
国
会
で
行
っ
た
わ
け
で
す
。
大
庖
法

の
法
律
改
正
の
具
体
的
内
容
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
年
七
月
か
ら
産
業
構

造
審
議
会
・
中
小
企
業
政
策
審
議
会
の
合
同
会
議
に
お
い
て
審
議
が
始
ま

り
、
平
成
二
年
十
二
月
に
答
申
を
得
た
訳
で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
答
申
結

果
を
踏
ま
え
て
法
案
作
成
作
業
を
始
め
て
、
平
成
三
年
二
月
に
閣
議
決
定

を
行
い
、
同
年
同
月
十
五
日
に
国
会
に
提
出
致
し
ま
し
た
。
特
に
、
平
成

二
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
は
、
い
わ
ゆ
る
か
出
店
ラ
ッ
シ
ュ
。
が
云
々



さ
れ
、
ま
た
運
用
適
正
化
措
置
の
行
方
も
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
と
い

う
状
況
の
下
で
、
少
し
づ
っ
コ
ン
セ
ン
サ
ス
作
り
を
し
て
い
っ
た
訳
で
す
。

特
に
、
規
制
緩
和
を
進
め
る
一
方
で
、
新
た
な
商
業
政
策
と
し
て
、
商
業

を
中
心
と
す
る
街
づ
く
り
の
支
援
を
積
極
的
に
行
う
こ
と
と
し
、
そ
れ
を

新
規
立
法
と
し
て
立
案
す
る
形
で
対
応
し
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
大
底
法

関
連
五
法
案
を
一
括
し
て
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
。
五
法
案
の
一
括
審
議

と
い
う
の
は
滅
多
に
な
い
こ
と
で
、
全
体
で
三
十
三
時
間
半
の
国
会
審
議

を
要
し
ま
し
た
。

五
法
案
の
内
容
は
、
ま
ず
、
①
大
庖
法
改
正
法
、
②
輸
入
品
専
門
売
場

特
例
法
が
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
商
業
振
興
策
の
法
律
と
し
て
、
③
商
業

集
積
法
、
④
民
活
法
改
正
法
、
⑤
中
小
小
売
商
業
振
興
法
改
正
法
が
あ
り

ま
す
。

平成三年度大庖法改正の立法過程

大
庖
法
改
正
の
内
容
は
、
①
出
底
調
整
処
理
の
事
務
の
実
施
に
つ
い
て

都
道
府
県
知
事
と
通
産
大
臣
と
の
責
任
分
担
を
区
別
す
る
基
準
を
千
五
百

平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
倍
の
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
に
引
上
げ
、
特
別
区
・

政
令
指
定
都
市
に
つ
い
て
は
、
三
千
平
方
メ
ー
ト
ル
か
ら
六
千
平
方
メ
ー

ト
ル
に
引
上
げ
、
②
商
調
協
に
よ
る
調
整
を
廃
止
し
、
他
方
で
大
規
模
小

売
庖
舗
審
議
会
の
意
見
聴
取
・
審
査
機
能
の
強
化
、
③
行
き
過
ぎ
た
地
方

自
治
体
の
独
自
規
制
の
適
正
化
の
法
律
上
の
根
拠
と
な
る
条
文
を
置
く
こ

と
、
④
二
年
後
の
見
直
し
に
関
す
る
条
文
が
大
き
な
柱
で
す
。
こ
れ
ら
の

う
ち
、
地
方
自
治
体
の
独
自
規
制
の
適
正
化
の
法
律
上
の
根
拠
条
文
は
、

主
語
を
「
地
方
自
治
体
」
と
し
て
寸
国
は
、
地
方
自
治
体
に
対
し
て
L

と

し
な
い
こ
と
で
、
地
方
自
治
体
の
立
場
を
尊
重
し
つ
つ
、
「
小
売
業
を
営
む

た
め
の
庖
舗
に
つ
い
て
」
そ
の
規
模
に
着
目
し
て
周
辺
の
中
小
小
売
業
に

ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
す
か
と
い
う
観
点
か
ら
規
制
を
行
う
場
合
に

は
、
大
厄
法
の
趣
旨
を
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
と
し
て
い
ま
す
。

輸
入
品
専
門
売
場
特
例
法
に
つ
い
て
は
、
輸
入
品
専
門
売
場
に
つ
い
て
、

届
出
の
み
で
千
平
方
メ
ー
ト
ル
ま
で
は
大
庖
法
に
基
づ
く
出
底
調
整
は
不

要
と
す
る
と
い
う
特
例
に
な
っ
て
い
ま
す
。

振
興
策
の
体
系
で
す
が
、
平
成
三
年
度
予
算
と
し
て
通
産
省
が
総
額
一

六
二
一
億
円
の
予
算
を
用
意
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
建
設
省
が
そ
れ
に

見
合
う
だ
け
の
公
共
事
業
費
を
用
意
で
き
る
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま

た
、
自
治
省
が
地
方
自
治
体
の
負
担
部
分
に
つ
い
て
の
対
応
措
置
を
講
じ

て
い
ま
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
関
係
省
聞
で
連
携
の
取
れ
た
振
興
策
を
提

示
し
、
街
づ
く
り
、
あ
る
い
は
、
商
業
集
積
づ
く
り
に
つ
い
て
一
定
の
要

件
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
計
画
づ
く
り
か
ら
施
設
を
作
る
と
こ
ろ

ま
で
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
で
の
政
策
メ
ニ
ュ
ー
を
用
意
し
た
わ
け
で
す
。

こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
新
法
で
あ
る
商
業
集
積
法
に
つ
い
て
は
、
通
産
大
臣
・

自
治
大
臣
・
建
設
大
臣
の
三
大
臣
が
基
本
指
針
を
作
成
し
、
そ
れ
に
基
づ

い
て
、
市
町
村
長
が
街
づ
く
り
計
画
と
い
い
ま
す
か
具
体
的
な
商
業
振
興

北法42(4・191)1149 
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策
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
公
共
施
設
の
整
備
な
ど
に
つ
い
て
の
基
本
構
想

を
作
り
、
そ
の
構
想
に
つ
い
て
都
道
府
県
知
事
の
承
認
を
得
ま
す
と
、
今

述
べ
た
よ
う
な
振
興
策
が
実
施
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

更
に
、
こ
れ
と
の
組
合
わ
せ
で
助
成
措
置
を
講
ず
る
べ
く
、
中
小
小
売
業

振
興
法
、
民
活
法
の
改
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。
対
象
と
な
る
商
業
集
積
の

タ
イ
プ
と
し
て
は
、
地
元
の
商
庖
街
ぐ
る
み
で
地
元
の
活
性
化
策
を
講
じ

る
場
合
や
、
大
型
庖
を
核
と
し
て
局
辺
の
小
売
業
と
共
存
共
栄
を
図
る
べ

く
新
た
な
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
を
作
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
大
庖
法
の
改
正
法
案
と
振
興
策
の
法
案
を
抱
き
合
わ
せ

で
提
案
し
た
わ
け
で
す
が
、
採
決
は
各
党
ま
ち
ま
ち
で
す
。
大
作
同
法
改
正

関
連
の
法
案
に
つ
い
て
は
、
衆
議
院
・
参
議
院
に
お
い
て
社
会
党
・
共
産

党
が
反
対
、
更
に
参
議
院
に
お
い
て
参
議
院
ク
ラ
ブ
が
反
対
し
て
い
ま
す
。

そ
れ
以
外
の
党
は
賛
成
で
す
。
商
業
集
積
法
・
民
活
法
の
改
正
法
案
に
つ

い
て
は
、
大
企
業
た
る
大
型
店
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
理
由
も
あ
っ
て

共
産
党
・
参
議
院
ク
ラ
ブ
が
反
対
、
そ
の
他
の
党
は
社
会
党
を
含
め
賛
成

で
す
。
中
小
小
売
商
業
振
興
法
の
改
正
法
案
に
つ
い
て
は
、
全
党
賛
成
と

な
っ
て
い
ま
す
。

審
議
過
程
で
は
、
社
会
党
が
独
自
の
大
底
法
改
正
法
案
・
街
づ
く
り
法

案
と
い
う
対
抗
法
案
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
内
容
は
、
①
調
整
権
限
の
全

て
を
地
方
自
治
体
に
移
譲
す
る
こ
と
、
②
ゾ

l
ニ
ン
グ
規
制
的
な
内
容
の

資

も
の
と
す
る
こ
と
等
で
す
が
、
国
会
で
の
審
議
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

北法42(4・192)1150 

七

法
律
改
正
後
の
状
況

大
厄
法
改
正
に
つ
い
て
は
、
公
布
か
ら
施
行
ま
で
の
聞
が
九
ヶ
月
以
内

と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
具
体
的
に
は
、
平
成
三
年
暮
れ
若
し
く
は
平
成

四
年
早
々
に
施
行
す
る
べ
く
準
備
を
進
め
て
い
ま
す
。

現
在
最
も
難
し
い
課
題
は
、
法
律
に
基
づ
い
て
大
規
模
小
売
底
舗
審
議

会
が
全
国
全
て
の
案
件
に
つ
い
て
意
見
聴
取
・
審
議
す
る
と
い
う
制
度
に

も
っ
て
い
こ
う
と
す
る
こ
と
で
す
。
従
来
は
、
商
工
会
議
所
・
商
工
会
に

置
か
れ
て
い
る
い
わ
ゆ
る
商
調
協
に
調
整
を
任
せ
て
い
た
の
で
す
が
、
こ

れ
は
改
正
法
施
行
と
同
時
に
廃
止
さ
れ
ま
す
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
各
都
道

府
県
に
一
ケ
所
づ
っ
審
査
会
と
い
う
も
の
を
設
け
て
そ
こ
で
実
質
審
議
を

行
い
、
審
査
会
の
構
成
員
に
は
地
元
の
有
識
者
を
充
て
る
と
い
う
こ
と
で
、

こ
の
審
査
会
を
核
に
し
て
運
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
方
向
で
検
討
中
で

す
。
ま
た
、
審
査
会
の
構
成
員
は
非
常
勤
の
公
務
員
と
な
る
の
で
、
公
務

員
法
の
秘
密
保
持
義
務
・
倫
理
規
定
の
適
用
が
あ
り
、
従
来
か
ら
商
調
協

の
運
営
を
め
ぐ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
た
不
透
明
さ
の
問
題
は
解
決
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
具
体
的
な
手
続
の
内
容
は
、
第
一
に
、
各
審
査
会
の

構
成
員
が
現
地
に
赴
い
て
直
接
意
見
聴
取
を
行
う
、
第
二
に
、
必
要
な
場
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合
に
は
商
工
会
議
所
・
商
工
会
に
地
元
意
見
の
集
約
を
依
頼
す
る
、
第
三

に
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
審
査
会
が
審
議
を
行
っ
て
結
論
を
出
す
と
い
う

も
の
で
す
。

次
に
、
大
庖
審
が
審
査
す
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
審
査
基
準
が
必
要

か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現
在
、
審
査
指
標
の
全
面
的
な
見
直
し
を
行
っ

て
お
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
は
、
審
査
指
標
が
あ
り
な
が
ら
事
実
上
地
元
商

調
協
に
調
整
を
任
せ
て
い
た
た
め
に
十
分
に
用
い
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

こ
れ
か
ら
は
、
規
制
緩
和
の
流
れ
の
中
で
、
大
型
庖
対
中
小
庖
舗
の
み

な
ら
ず
大
型
庖
相
互
、
業
態
相
互
、
近
接
す
る
地
域
相
互
な
ど
い
ろ
い
ろ

な
レ
ベ
ル
で
の
競
争
が
激
化
し
て
く
る
で
し
ょ
う
。
ま
た
、
商
業
者
の
関

心
の
中
心
が
、
従
来
の
よ
う
な
大
庖
法
で
何
平
方
メ
ー
ト
ル
も
ら
え
る
の

か
と
い
う
供
給
者
サ
イ
ド
の
問
題
か
ら
、
今
後
は
む
し
ろ
ど
う
い
う
庖
舗

が
消
費
者
に
歓
迎
さ
れ
る
か
と
い
う
需
要
者
サ
イ
ド
の
問
題
に
移
っ
て
い

く
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
底
法
の
手
続
の
迅
速
化
に
伴
い
、
商
品
販

売
に
関
す
る
許
認
可
、
建
築
基
準
法
や
都
市
計
画
法
関
連
の
手
続
な
ど
、

他
の
い
く
つ
か
の
法
手
続
き
の
明
確
化
、
迅
速
化
と
い
う
問
題
が
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す
。

〈
質
疑
応
答
〉

Q 

大
庖
法
改
正
に
お
け
る
政
治
家
な
い
し
族
議
員
、
審
議
会
、
利
害
関

係
者
、
特
に
本
件
の
特
徴
で
あ
る
日
米
構
造
問
題
協
議
の
各
々
の
役
割

は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。

大
庄
法
改
正
は
、
報
告
で
述
べ
た
通
り
、
長
い
歴
史
の
産
物
で
す
。

国
際
化
の
流
れ
の
中
で
日
本
経
済
の
不
透
明
な
部
分
を
解
決
し
て
い
か

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
世
論
の
合
意
が
形
成
さ
れ
る
中
で
、
大
底

法
問
題
が
前
川
レ
ポ
ー
ト
を
契
機
と
し
て
指
摘
さ
れ
、
そ
の
動
き
が
大

庖
法
を
め
ぐ
る
い
ろ
い
ろ
な
事
情
に
よ
っ
て
加
速
し
て
い
っ
た
の
で

す
。
日
米
構
造
問
題
協
議
は
そ
の
加
速
化
を
促
し
た
事
情
の
一
つ
と
言

え
ま
す
。
ま
た
、
産
業
構
造
審
議
会
・
中
小
企
業
政
策
審
議
会
に
お
い

て
と
り
ま
と
め
ら
れ
た
『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
の
役
割
も
、
関

係
者
間
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
作
り
と
い
う
意
味
で
は
、
大
き
か
っ
た
と
思

い
ま
す
。

A 

族
議
員
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
い
わ
ゆ
る
商
工
族
の
議
員
の
方
々
は

関
心
が
高
い
も
の
の
、
大
応
法
の
問
題
は
地
域
の
問
題
で
も
あ
る
の
で
、

議
員
の
ほ
と
ん
ど
の
方
が
地
元
の
関
心
事
と
し
て
関
心
を
も
っ
て
い
ま

す。

北法42(4・193)1151 

Q 

国
会
の
審
議
段
階
に
お
い
て
大
庖
法
の
改
正
が
政
治
日
程
を
脱
み
な



料資

が
ら
行
う
こ
と
に
つ
い
て
、
与
野
党
の
折
衝
過
程
は
ど
う
な
っ
て
い
た

、A
0
・ヵ
A 

大
庖
法
改
正
は
与
野
党
共
に
重
要
視
し
て
お
り
、
国
会
対
策
委
員
会

が
中
心
と
な
っ
て
、
与
野
党
が
協
議
し
て
議
事
日
程
を
決
定
し
て
い
っ

た
と
い
う
こ
と
で
す
。

A 

地
方
自
治
体
の
独
自
規
制
の
適
正
化
規
定
を
め
ぐ
っ
て
通
産
省
・
自

治
省
・
内
閣
法
制
局
の
議
論
は
ど
の
よ
う
な
点
で
な
さ
れ
た
の
か
。

地
方
自
治
体
の
独
自
規
制
の
適
正
化
の
た
め
の
規
定
は
、
国
の
法
律

と
地
方
自
治
体
の
独
自
性
の
接
点
に
あ
る
法
律
論
を
踏
ま
え
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
地
方
自
治
体
に
よ
る
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
独
自
の

行
政
を
認
め
つ
つ
も
、
大
規
模
庖
舗
に
対
し
そ
の
規
模
に
着
目
し
て
施

策
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
国
の
法
律
た
る
大
厄
法
の
趣
旨
を
尊
重
す
べ

き
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。

省
庁
が
法
案
を
政
治
家
と
の
聞
で
調
整
す
る
場
合
、
政
治
家
の
中
に

取
り
ま
と
め
役
が
い
て
法
案
へ
の
支
持
が
取
り
や
す
い
型
と
、
逆
に
政

治
家
の
聞
の
意
見
の
相
違
の
た
め
に
官
庁
が
法
案
へ
の
支
持
を
取
る
の

に
手
間
取
る
型
が
あ
る
が
、
本
件
は
ど
ち
ら
の
型
か
。

大
庖
法
の
改
正
は
長
い
歴
史
の
産
物
で
あ
り
、
ま
た
今
回
の
法
改
正

の
内
容
は
概
ね
日
米
構
造
問
題
協
議
の
最
終
報
告
に
沿
っ
た
も
の
と

な
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
誰
か
が
取
り
ま
と
め
役
に
な
っ

Q Q A 

て
法
案
の
支
持
を
取
り
付
け
に
回
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た。

北法42(4・194)1152 

A 

構
造
協
議
に
臨
む
際
に
、
基
本
方
針
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
政
治
家

の
関
与
は
ど
う
だ
つ
た
の
か
。

日
米
構
造
問
題
協
議
の
報
告
を
ま
と
め
る
過
程
で
、
官
邸
と
与
党
と

の
間
で
も
や
り
と
り
が
あ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
す
。
大
庖
法
に
つ
い
て

も
、
そ
の
規
制
緩
和
の
方
向
や
二
年
後
の
見
直
し
の
進
め
方
な
ど
に
つ

い
て
議
論
さ
れ
て
い
ま
す
。

当
初
通
産
省
は
、
大
庖
法
に
つ
い
て
は
運
用
改
善
だ
け
で
よ
い
と
い

う
立
場
だ
っ
た
が
、
後
に
法
律
改
正
へ
と
方
針
を
転
換
し
た
の
は
何
か

意
味
が
あ
る
の
か
。

確
か
に
、
平
成
元
年
六
月
に
『
卯
年
代
の
流
通
ビ
ジ
ョ
ン
』
を
出
し

た
際
に
は
、
運
用
改
善
策
を
提
言
す
る
と
と
も
に
、
法
律
改
正
は
検
討

課
題
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
日
米
構
造
問
題
協

議
の
議
論
を
通
じ
て
、
手
続
の
明
確
化
、
透
明
化
、
地
方
自
治
体
の
独

自
規
制
の
適
正
化
な
ど
に
つ
い
て
そ
の
実
効
を
期
す
た
め
に
必
要
な
法

律
改
正
も
行
う
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

規
制
強
化
に
あ
た
っ
て
も
許
可
制
は
絶
対
導
入
し
な
い
と
い
う
判
断

は
、
法
律
的
、
ま
た
は
、
政
策
的
判
断
の
い
ず
れ
か
。

大
庖
法
は
営
業
の
自
由
に
対
し
公
共
の
福
祉
の
観
点
か
ら
一
定
の
制

Q Q A Q A 



Q 
約
を
課
す
も
の
で
す
が
、
そ
の
具
体
的
制
約
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、

周
辺
小
売
業
の
事
業
機
会
の
確
保
、
小
売
業
の
発
展
、
消
費
者
利
益
の

保
護
と
い
う
趣
旨
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
が
望
ま
し
い
か
と

い
う
政
策
判
断
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

法
改
正
作
業
・
審
議
の
過
程
に
お
い
て
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
を
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
と
受
げ
止
め
た
か
。

マ
ス
コ
ミ
の
報
道
の
論
調
は
、
規
制
緩
和
の
大
き
な
方
向
は
歓
迎
す

る
一
方
で
、
規
制
緩
和
に
と
も
な
う
出
庖
-
ブ
ッ
シ
ュ
、
そ
れ
に
よ
る
社

会
的
混
乱
を
懸
念
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
大
庖
法
の

問
題
は
地
域
性
の
高
い
問
題
で
、
法
改
正
後
の
新
ス
キ

l
ム
の
下
で
ど

こ
ま
で
地
元
の
事
情
を
把
握
し
た
調
整
を
行
え
る
か
と
い
っ
た
指
摘
が

あ
り
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
マ
ス
コ
ミ
の
論
調
は
、
法
律
案
そ
の
も

の
に
関
す
る
議
論
よ
り
む
し
ろ
そ
の
社
会
的
イ
ン
パ
ク
ト
を
中
心
と
し

A 
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Q 
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

法
律
改
正
に
よ
っ
て
大
庖
法
を
め
ぐ
る
社
会
構
造
が
ど
の
よ
う
に
変

わ
っ
た
の
か
。

A 

法
律
は
ま
だ
施
行
し
て
い
ま
せ
ん
し
、
法
律
改
正
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
社
会
構
造
が
ど
う
変
わ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
コ
メ
ン
ト
で
き
る
状
況

に
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
大
庖
法
を
め
ぐ
る
社
会
情
勢
の
変
化
が
規

制
緩
和
を
可
能
に
し
て
き
た
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
例
え
ば
、
大
型
庖
の
出
庖
に
対
し
て
た
い
へ
ん
厳
し
い
地
域
で
は
、

一
万
平
方
メ
ー
ト
ル
足
ら
ず
の
庖
舗
の
出
庖
に
十
二
年
も
調
整
期
間
を

要
し
た
案
件
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
現
実
に
大
型
庖
が
出
底
す
る
と
、

そ
の
集
客
効
果
に
よ
っ
て
地
元
商
底
街
の
売
り
上
げ
が
全
体
と
し
て
伸

び
て
い
る
ケ

l
ス
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
市
議
会
と
商
工
会
議
所
の
議

決
で
過
去
十
年
間
大
型
庖
の
出
庖
凍
結
宣
言
を
し
て
い
た
地
域
で
は
、

消
費
者
を
中
心
に
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
商
業
施
設
整
備
の
遅
れ
や
近

隣
都
市
へ
の
消
費
者
の
流
出
が
認
識
さ
れ
は
じ
め
て
い
ま
す
。
ま
た
、

大
型
集
中
出
庖
問
題
を
か
か
え
た
地
域
に
お
い
て
は
短
期
的
な
視
点
ば

か
り
で
な
く
、
長
期
的
、
例
え
ば
二
十
一
世
紀
の
地
域
商
業
の
あ
り
方

と
い
っ
た
観
点
か
ら
議
論
を
進
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

大
底
法
を
め
ぐ
る
関
係
者
の
対
応
の
変
化
が
現
実
の
も
の
と
な
っ
て
き

て
お
り
ま
す
。

規
制
緩
和
は
「
安
価
な
政
府
L

を
実
現
す
る
た
め
行
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
が
、
実
際
に
は
、
規
制
緩
和
を
実
現
す
る
た
め
に
、
本
件
の

商
業
振
興
策
の
よ
う
に
多
く
の
予
算
を
必
要
と
す
る
措
置
を
講
じ
て
規

制
緩
和
と
抱
き
合
わ
せ
に
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
態
を
ど
う
考
え

る
か
。

Q 

北法42(4・195)1153 

A 

国
会
の
審
議
過
程
で
、
五
法
案
を
一
括
し
て
審
議
し
た
の
は
、
単
に

規
制
緩
和
だ
け
で
は
な
く
、
よ
り
積
極
的
な
商
業
政
策
を
展
開
す
べ
き



料

と
の
考
え
方
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
保
護
行

政
的
で
は
な
く
、
時
代
の
変
化
に
即
応
し
た
政
策
展
開
の
契
機
と
し
て

捉
え
ら
れ
て
い
る
訳
で
す
。
私
共
通
産
省
と
し
て
も
、
国
民
の
生
活
の

豊
か
さ
を
実
感
さ
せ
る
よ
う
な
生
活
環
境
の
整
備
、
と
り
わ
け
商
業
集

積
と
い
っ
た
商
業
施
設
を
中
心
と
し
た
街
づ
く
り
に
官
民
あ
げ
て
取
り

組
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
立
場
か
ら
、
他
省
庁
、
地
方
自
治
体
と

も
連
携
を
と
る
べ
く
、
予
算
、
法
律
を
整
備
し
て
き
で
お
り
ま
す
。

北法42(4・196)1154

資

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
一
九
九
一
年
八
月
二
十
日
、
二
十
一
日
に
開
催
さ
れ
た
北
大

立
法
過
程
研
究
会
に
お
け
る
報
告
お
よ
び
質
疑
の
テ
l
プ
を
起
こ
し
、
そ

れ
に
加
筆
し
、
訂
正
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
研
究
会
は
、
平

成
三
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
総
合
研
究

(
A
)
(
研
究
課
題
名

「
立
法
過
程
に
お
け
る
行
政
府
の
役
割
」
)
を
受
け
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
録
音
テ

1
プ
の
再
生
に
あ
た
っ
て
、
北
大
大
学
院
法
学
研
究

科
院
生
木
下
和
朗
君
の
協
力
を
得
た
。



平成三年度大居法改正の立法過程

大!苫法による出庖調整処理手続のフローチャート〈資料1>

行)

| 最長四ヶ月
原田IJとして

ーーー最長6ヶ月一一--1-.一一一一一一最長8ヶ月一一一一ー 1-ー最長4ヶ月ー+

(現

通

商

産

業

大

臣

の

命

令

通

商

産

業

大

臣

の

勧

告

審

議

会

の

審

議

大

規

模

小

売

庖

舗

小

売

業

者

の

届

出

商業活動調整協議会

(事前商調協)

4
1
1
1
大

底

法

の

手

続

l

l

l

+

-

4

運

用

上

の

手

続

+

通

商

業

令

大

臣

の

命

産

(法改正後)
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通

業

の

勧

告

商

産

大

臣

大

規

模

小

売

底

舗

審

議

会

に

お

け

る

審

議

最長12ヶ月

届

出

届

出

の



〈資料2> 運用適正化後の出庖調整処理状況

月 種別

平成 1 種

2年 2 種
6 計

1 種

7 2 種
計

1 種

8 2 種
計

l 種

9 2 種

計

1 種

10 2 種

計

1 種

11 2 種
音十

1 種

12 2 種

計

3年
1 種

2 種
1 
計

1 種

2 2 種

計

1 種

3 2 種
計

1 種

4 2 積

計

1 種
5 2 種

計

1 種

6 2 種
計

6月 1 種
2 種

6月 計

新規出l苫表明

62 

89 

151 

102 

123 

225 

57 

79 

136 

61 

49 

110 

45 

62 

107 

46 

68 

114 

43 

49 

92 

37 

63 

100 

46 

50 

96 

31 

48 

79 

42 

53 

95 

45 

65 

110 

38 

61 

99 

655 

859 

1，514 

出庖表明日から
法3条等届出前

791 

583 

1，374 

812 

645 

1，457 

817 

681 

1，498 

792 

652 

1，444 

714 

638 

1，352 

633 

560 

1，193 

541 

486 

1，027 

483 

433 

916 

419 

403 

822 

358 

358 

716 

330 

360 

690 

325 

358 

683 

319 

369 

688 

847 

486 

1，333 

資料

平成3年6月30日現在

法 3条等
届出日以降

533 

432 

965 

574 

435 

1，009 

592 

410 

1，002 

631 

436 

1，067 

690 

456 

1，146 

768 

506 

1，274 

878 

570 

1，448 

950 

638 

1，588 

1，027 

686 

1，713 

1，097 

722 

1，819 

1，124 

741 

1，865 

1，157 

747 

1，904 

1，181 

748 

1，929 

463 

283 

746 

バ口与

1，324 

1，015 

2，339 

1，386 

1，080 

2，466 

1，409 

1，091 

2，500 

1，423 

1，088 

2，511 

1，404 

1，094 

2，498 

1，401 

1，066 

2，467 

1，419 

1，056 

2，475 

1，433 

1，071 

2，504 

1，446 

1，089 

2，535 

1，455 

1，080 

2，535 

1，454 

1，101 

2，555 

1，482 

1，105 

2，587 

1，500 

1，117 

2，617 

1，310 

769 

2，079 

計

北法42(4・198)1156 



平成三年度大底法改正の立法過程

〈資料3> 5法体系図

大鹿法改正

・大庖審の意見聴取機能の強化

(調整期間の短縮と調整手続きの透明化)

・行き過ぎた地方自治体の独自規制の適正化

.種別境界面積の変更

• 2年後の見直し

輸入特例法制定

・一定規模以下の輸入品

売場についての調整の

特例

小振法改正 民活法改正

計画拡充
・1吉舗集団化
計画
・商庖街整備
等支援計画

等を新規追加

支援強化
τ百歪夜保
.設備近代化
資金の償還
期間延長
・中小企業信
用保険の特

例
・税制の特例

商業集積法制定

等

市町村長による基本構想作成
.商業の振興に関する基本的
方針
・公共施設整備に関する事項

1---ーーーーーーー・~~----ーーーーーーーーー・0可

t ・商庖街等、高度商業集 : 

! 積の整備に関する計画に i 
i ついての基本的事項等;
-その他商業集積の整備の促
進に関する事項

商業集積整備のための支援
.公共施設整備の配慮
.自治体の支援

[不均一棚の減収補]
填、地方債起債に当
たっての配慮 等

.中小企業信用保険の特例
・産業基盤整備基金の業務追
加

C ・債務保証 寸

・イベント会社出資」

法
措
化

活
援
強

民
支
の

、
く
層

法
づ
一

振
基
の

小
に
置

寸
「
」

大規模小売庖舗の進出を中心とした最近の流通構造変化に対応しつつ、国際的要請に応
えていくためには、規制緩和とともに、従来の小売商業対策を強化し、都市環境と調和の
とれた商業集積の整備等の新しい商業振興策が不可欠。その意味で上記5法は、互いに連
携してはじめて効果を発揮し得る密接不可分のものである。

北法42(4・199)1157 



料

〈
資
料
4
v

消
費
生
活
に
密
着
し
た
魅
力
あ
る
商
庖
街
・
商
業
集
積
づ
く
り
の
た
め
の

総
合
的
対
策
に
つ
い
て

資

生
活
関
連
枠
も
含
め
総
額
一
、
六
二
一
億
円
の
思
い
切
っ
た
支
援
措
置

O
三

年

度

当

初

予

算

一

九

六

億

円

ご
般
会
計
一
七
六
億
円
、
産
投
会
計
二

O
億
円
)

O
二

年

度

補

正

予

算

五

三

四

億

円

。

中

小

商

業

活

性

化

基

金

の

積

増

し

三

O
O億
円

。

出

資

・

無

利

子

融

資

五

九

O
億
円

噛
岡
崎
同
晴
晴
陶
μ
晴
時
鷹
晴
げ

K
M」
|
|
商
庖
街
の
魅
力
向
上
・
高

度
商
業
集
積
の
整
備

O
計
画
策
定
等
へ
の
支
援

-
各
地
の
商
庖
街
等
の
魅
力
向
上
へ
の
支
援

中
小
商
業
活
性
化
基
金
の
大
幅
増
(
中
小
企
業
事
業
団
の
資
金
活
用
)

三
O
O億
円

三
一
億
円

調
査
研
究
、
情
報
化
、
指
導
事
業

-
商
業
集
積
の
整
備
・
運
営
へ
の
支
援

商
業
集
積
整
備
基
本
構
想
等
作
成
調
査
事
業
等

二
億
円

商
業
集
積
に
お
け
る
イ
ベ
ン
ト
等
支
援
会
社
に
対
す
る
出
資

(

産

業

基

盤

整

備

基

金

の

資

金

活

用

)

五

億

円

。
商
業
基
盤
施
設
等
整
備
の
た
め
の
助
成
の
抜
本
強
化

・
商
業
基
盤
施
設
整
備
の
た
め
の
補
助
金
(
補
助
率
1
/
4
)
の
大
幅

増

額

一

O
六
億
円

上
限
額
の
引
き
上
げ
(
最
高
一
・
五
億
円
)

対
象
施
設
一
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ

1
ル
、
イ
ベ
ン
ト
広
場
、
商
底
街
駐

車
場
等

-

民

活

補

助

金

(

補

助

率

五

%

)

一

O
億
円

・
債
務
保
証
の
た
め
の
産
業
基
盤
整
備
基
金
へ
の
出
資
八
億
円

.
出
融
資

中
小
企
業
事
業
団
出
資
・
無
利
子
融
資
、

N
T
T
無
利
子
融
資

北法42(4・200)1158

五
八
五
億
円

(三、

O
二
O
億
円
の
内
数
)

(
五
二
三
億
円
の
内
数
)

日
本
開
発
銀
行
出
融
資

北
海
道
東
北
開
発
公
庫
出
融
資

嗣
岡
阿
国
1

1

個
々
の
商
底
の
体
質
強
化

O
庖
舗
新
増
設
等
の
た
め
の
貸
付
(
中
小
企
業
金
融
機
関
へ
の
出
資
等
)

補
正
四
七
四
億
円

。
設
備
近
代
化
の
た
め
の
資
金
貸
付
(
都
道
府
県
へ
の
補
助
)
二

O
億
円



O
事
業
転
換
等
の
た
め
の
貸
付
(
保
険
公
庫
へ
の
出
資
)補

正

六

O
億
円

。
地
域
生
活
向
上
型
中
小
流
通
業
育
成
貸
付
(
保
険
公
庫
へ
の
出
資
)

産

投

二

O
億
円

〔
税
制
措
置
〕

O
土
地
等
譲
渡
所
得
の
て
五

O
O万
円
の
特
別
控
除

O
商
業
基
盤
施
設
(
一
二
%
)
、
商
業
施
設
(
八
%
)
の
特
別
償
却
制
度
(
民

活
施
設
一
三
%
)

O
中
小
企
業
等
基
盤
強
化
税
制
(
延
長
)
、
地
方
税
の
減
免
措
置
等

平成三年度大庖法改正の立法過程

〈
資
料
5
〉

大
庖
法
関
連
五
法
案
の
前
国
会
に
お
け
る
審
議
過
程
に
つ
い
て

二
月
一
五
日
五
法
案
閣
議
決
定

五
法
案
を
国
会
へ
提
出

衆
議
院
本
会
議
大
庖
法
改
正
法
案
趣
旨
説
明
、
質
疑

(

一

H
)

衆
議
院
商
工
委
員
会
五
法
案
提
案
理
由
説
明
、
質
疑

(五
H
四
O
M
)

大
庖
法
改
正
法
案
趣
旨
説
明
、
質
疑

二
月
一
八
日

四
月
九
日

四
月
一
二
日

四
月
一
七
日

参
議
院
本
会
議

(
四
五

M
)

四
月
二
二
日

四
月
二
三
日

四
月
二
五
日

五
月
七
日

五
月
八
日

衆
議
院
商
工
委
員
会

五
法
案
参
考
人
意
見
陳
述
、
資
疑

(二

H
四
O
M
)

三
H
六
H

五
法
案
質
疑

衆
議
院
商
工
委
員
会
五
法
案
質
疑
、
採
決

衆
議
院
本
会
議
五
法
案
採
決

参
議
院
商
工
委
員
会
五
法
案
提
案
理
由
説
明
、
質
疑

(五
H
二
O
M
)

参
議
院
商
工
委
員
会
五
法
案
質
疑

五
法
案
参
考
人
意
見
陳
述
、
質
疑

参
議
院
商
工
委
員
会
五
法
案
質
疑
、
採
決

参
議
院
本
会
議
五
法
案
採
決

(一一
H
)

四
H 
(三

H
)

(
三
三

H
二
五

M
)

北法42(4・201)1159 



料

〔
衆
議
院
〕

× 

反賛
対成

北法42(4・202)1160 

大
庖
法
関
連
5
法
案
に
対
す
る
各
党
の
賛
否
状
況

資

O 

民特 輸大

振 活定 入庖
法 法商 特 法
改 改 業 改集

例正正 正積

法 法法 法法

O O O 自

O O O 公

O O O 民

進
O O O 連民

O O × 社

O × × 共

〔
参
議
院
〕

民特 輸大

振 活定 入居
法 法商 特 法
改 改 業 改集

例正正 正積

法 法法 法法

O 。 O 自

O O O 公

O 。 O 民

O 。 O ぷ連口与

O O × 社

O × × 士ノt 、

O × × 参
ク


